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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第94期

第２四半期
連結累計期間

第95期
第２四半期
連結累計期間

第94期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 19,747 19,373 38,378

経常利益 (百万円) 2,923 2,210 5,333

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,809 1,279 3,253

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,500 3,160 4,697

純資産額 (百万円) 48,986 52,431 50,214

総資産額 (百万円) 60,865 64,638 61,862

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 30.59 22.18 55.38

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 79.4 79.6 79.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,820 3,127 7,516

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △536 △2,442 △2,610

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,303 △1,004 △3,324

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 12,077 12,047 12,119

　

回次
第94期

第２四半期
連結会計期間

第95期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 15.87 12.71

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子

会社)が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間における国内経済は、経済対策や金融政策、円高是正などを背景に、個人

消費や設備投資、輸出が持ち直しの動きを見せ、緩やかな景気回復傾向が続きました。また、米国では

財政問題があるものの穏やかな景気回復が続き、欧州の景気も下げ止まりを見せ始めるなど、世界の景

気は弱いながらも回復を続けました。

 このような状況のもと、電子・半導体業界向け関連工具の販売は、電着ダイヤモンドワイヤの太陽電

池向けを中心とした回復傾向により、前年同期の水準を確保しました。輸送機器業界向け関連工具の販

売は、自動車業界向け関連工具の好調な推移により前年同期を上回る実績となりました。機械業界向け

関連工具の販売は、超硬工具・工作機械業界向け関連工具が低調であったものの、軸受業界向け関連工

具の販売が増加したことにより、前年同期の水準を確保しました。しかしながら、石材・建設業界向け

関連工具の販売は、海外における鉱物資源探査が激減したことによる関連製品の不振が継続し、前年同

期を大きく下回りました。

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、193億73百万円(前年同期比1.9％減)とな

りました。利益面におきましては、営業利益は18億74百万円(前年同期比30.0％減)、経常利益は22億10

百万円(前年同期比24.4％減)、四半期純利益は12億79百万円(前年同期比29.3％減)となりました。
　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ27億75百万円増加し、646億38百

万円となりました。

 流動資産の主な変動要因は、現金及び預金の増加11億15百万円、たな卸資産の増加４億18百万円であ

ります。

 固定資産の主な変動要因は、投資有価証券の増加15億52百万円であります。

 負債は、前連結会計年度末に比べ５億58百万円増加し、122億６百万円となりました。主な変動要因

は、支払手形及び買掛金の増加２億81百万円、退職給付引当金の増加２億40百万円であります。

 純資産は、前連結会計年度末に比べ22億17百万円増加し、524億31百万円となりました。主な変動要

因は、四半期純利益の計上12億79百万円、剰余金の配当による減少８億65百万円、為替換算調整勘定の

増加12億１百万円であります。

 以上の結果、自己資本比率は79.6％となり、１株当たり純資産額は891円45銭となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、120億47百万

円(前年同四半期末は120億77百万円)の残高となりました。
　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、31億27百万円(前年同四半

期は38億20百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益22億10百万円

及び減価償却費14億27百万円の計上などの増加項目と、法人税等の支払額９億７百万円などの減少項

目であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果支出された資金は、24億42百万円(前年同四半

期は５億36百万円の支出)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出12億93百

万円、定期預金の預入による支出10億１百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果支出された資金は、10億４百万円(前年同四半

期は13億３百万円の支出)となりました。この主な要因は、配当金の支払額８億63百万円でありま

す。
　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。
　

株式会社の支配に関する基本方針

(イ)基本方針の内容

上場会社である当社の株券等は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株

券等に対する大量買付行為又はこれに類似する行為があった場合においても、これに応じるか否かは

最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

 しかしながら、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣との協議や合意等のプロセ

スを経ることなく、一方的に大量買付行為又はこれに類似する行為を強行することもあり、こうした

大量買付行為の中には、対象会社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資さな

いものも少なくありません。

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社ホームページ

（http://www.asahidia.co.jp/）及びアニュアルレポートに掲載しております当社の経営理念や、下

記の当社のさまざまな企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいて

は株主共同の利益を中長期的に確保、向上させるものでなければならないと考えております。した

がって、企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付

行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適

切であると考えております。
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(ロ)基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社では、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現によって、株主、

投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記の基本方針の実現に資する特別

な取組みとして、以下の施策を実施しております。

 この取組みは、下記の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、当社の企業価

値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上させるべく十分に検討されたものであり

ます。したがって、上記の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではな

く、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

企業価値向上に資する取り組み

(a)当社の企業価値の源泉について

当社は、近代産業の発展にはダイヤモンド工具が不可欠であることにいちはやく注目し、日本のダ

イヤモンド工具製造の先駆者として、昭和12年に創立されました。以来75年余に亘り、ダイヤモンド

及びＣＢＮ(立方晶窒化ホウ素)工具の専業メーカーとして研究開発を重ね、国内トップメーカーの地

位を築きました。

 ダイヤモンド工具は、ダイヤモンドの持つ特性である「硬さ」を利用して、「切る」「削る」「磨

く」「掘る」等といったものづくりの基本となる生産工程において使用される工具です。またＣＢＮ

工具は、ダイヤモンドに「次ぐ硬さ」を持つＣＢＮ砥粒を用い、ダイヤモンドにはない耐熱性と機械

的強度に優れた工具です。

 ダイヤモンド及びＣＢＮ工具は、太陽光発電や電子・半導体といった先端技術分野、自動車・航空

機等の輸送機器分野、超硬・工作機械・ベアリング等の精密機械関連分野から石材・土木・建設分野

にいたるまで幅広く産業の発展を支える基盤として必要不可欠の工具となっております。

当社は、長年培った技術力を駆使し、高速化・精密化等常に時代のニーズに合った工具を供給し続

け、また将来において産業分野が変化することがあっても、ダイヤモンド及びＣＢＮ工具を産業とと

もに発展し続ける工具として位置付けております。

当社は、当社の企業価値の源泉は、

・ダイヤモンド及びＣＢＮ工具の専業メーカーとして、技術研究所と各工場の生産技術部、技術部、

営業部門が密接に連携を取りながら築き上げた基礎研究から応用開発までの幅広い研究開発体制

・顧客・仕入先と長期に亘って築き上げた相互信頼関係と連携

・積極的な海外展開により築き上げたネットワーク

・常に法令や企業倫理を順守して、誠実かつ公正な業務を行うことによって築き上げた社会からの信

頼

・「企業は人なり」の実践によって築き上げた良好な労使関係

であると考えております。

(b)中期経営基本方針について

当社は、中長期的な経営目標として「ＧＬＯＢＡＬ５１０」を掲げ、売上高500億円を目指し、

リーディングカンパニーとしての地位を一層強化してまいります。

 当社は、「世界をリードする『グローバルダイヤモンド工具メーカー』への経営進化」と、企業価

値の更なる向上を目指し、外部要因のみに左右されない「自律的な成長」及び「自律的な企業価値向

上」を目指した経営姿勢を強く打ち出しております。
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Ⅰ 長期経営ビジョン

当社は、前述の目標達成のため、「開発力」「成長力」「収益力」「資本効率」を経営テーマとし

て取り組んでおります。

　 ⅰ 「開発力」 テーマの柱として、基礎研究力と技術開発力による製品開発・改良を進めます。

　 ⅱ 「成長力」 営業力を活かしたシェアアップと新製品での市場開拓によるグローバル成長を目

指します。

　 ⅲ 「収益力」 製品競争力と生産性改善によるグローバルレベルでの収益力の獲得を図ります。

　 ⅳ 「資本効率」 グローバルレベルでの資本効率を意識した経営による企業価値の向上を図ってま

いります。

Ⅱ 中期経営基本方針「自律的価値創造企業への変革」

中期経営基本方針の「自律的価値創造企業への変革」は以下に示す『３つの変革』から構成されて

おります。

ア．中期事業方針：『自律的成長企業への変革』

世界をリードする『グローバルダイヤモンド工具メーカー』へ進化するため、たゆみない研究開

発を基礎に、新製品の創造や既存商品の改善に努めると共に、電子・半導体、輸送機器、機械、石

材・建設業界向け既存工具の拡販と、海外拠点の拡充による海外比率アップで販売基盤強化を図

り、マーケットに左右されない自律的成長企業を目指してまいります。

イ．中期資本政策：『資本効率重視経営への変革』

単に、売上高、収益性のみを重視した経営ではなく、安定した営業利益の確保が財務体質を強固

にし、健全な経営に繋がるとの考えから、グローバルレベルの資産効率、資本効率の向上を強く意

識した経営を実践いたします。

ウ．コーポレート・ガバナンス：『パブリックカンパニー経営体制への変革』

コーポレート・ガバナンスに関する取り組みにつきましては、前事業年度の有価証券報告書「第

４ ６コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載しております。

(ハ)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取り組み

当社は、当社株券等に対する大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値及

び会社の利益ひいては株主共同の利益に資するものであるか否か、株主の皆様に適切に判断していた

だき、提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者及び当社取締役会の双方から適

切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えま

す。また、当社は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保又は向上の観点か

ら大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条

件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えており

ますので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。

 当社は、このような考え方に立ち、平成24年５月11日開催の取締役会において、当社株券等の大量

買付行為への対応策(買収防衛策)の具体的内容(以下「本プラン」といいます。)を決定し、平成24年

６月27日開催の当社第93回定時株主総会にて、株主の皆様より承認、可決され、本プランを導入いた

しました。なお、当社は、平成21年６月26日開催の第90回定時株主総会における株主の皆様のご承認

を得て会社の支配に関する基本方針及び当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下

「旧プラン」といいます。)を導入しており、本プランは、旧プランを継続するものです。

 本プランは、大量買付者に対し、本プランの順守を求めるとともに、大量買付者が本プランを順守

しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を毀損す

ると判断される場合の対抗措置を定めており、その概要は以下のとおりであります。
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①本プランに係る手続の設定

本プランは、当社の株券等に対する20％以上の買付けその他の有償の譲受け又はその提案(以下

「大量買付行為」といいます。)が行われる場合に、大量買付行為を行い又は行おうとする者(以下

「大量買付者」といいます。)に対し、事前に当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を

求め、当該大量買付行為についての情報の収集及び検討のための一定の期間を確保した上で、必要に

応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役

会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行っていくための手続を定めております。

②新株予約権無償割当て等の対抗措置

本プランは、大量買付者に対して当該所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従

わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社

の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を毀損するものであると判断される場合には、か

かる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てる

ものです。また、会社法その他の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動すること

が適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。

 本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、ａ．大量

買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、ｂ．当社が本新株予約権の取得と引換えに

大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定され

ております。

 本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者

及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があり

ます。

③独立委員会の設置

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに、本プランに定めるルー

ルが順守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させ

るために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終

的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から

独立した組織として、独立委員会を設置することといたします。当社取締役会は、対抗措置を発動す

るか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。独立委員会の

委員は、３名以上５名以下の委員により構成され、委員は、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理

士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役又は執行役として経

験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものといたします。

④情報開示

当社は、本プランに基づく手続を進めるにあたって、大量買付行為があった事実、大量買付者から

十分な情報が提供された事実、独立委員会の判断の概要、対抗措置の実施又は不実施の決定の概要、

対抗措置の実施に関する事項その他の事項について、株主の皆様に対し、適時適切に開示いたしま

す。

(ニ)本プランの合理性(本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当

社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由)

当社は、以下の理由により、本プランが、上記の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利

益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
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(a) 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること

(b) 企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保又は向上を目的として継続されていること

(c) 株主意思を重視するものであること

(d) 独立性の高い社外者の判断の重視

(e) 合理的な客観的要件の設定

(f) 第三者専門家の意見の取得

(g) デッドハンド型買収防衛策ではないこと
　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、６億96百万円でありま

す。なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあ

りません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 190,300,000

計 190,300,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 57,710,000 57,710,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株

計 57,710,000 57,710,000 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年７月１日～
平成25年９月30日

― 57,710,000 ― 4,102 ― 7,129
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(6) 【大株主の状況】

平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,858 8.42

ジェーピー モルガン チェース バンク
385174
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営
業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON
E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

2,297 3.98

ノーザン トラスト カンパニー (エイブ
イエフシー) サブ アカウント アメリカ
ン クライアント
(常任代理人 香港上海銀行東京支店カス
トディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON
E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号)

2,137 3.70

ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー
(常任代理人 香港上海銀行東京支店カス
トディ業務部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号)

2,006 3.48

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ
エイ ロンドン エスエル オムニバス ア
カウント
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営
業部)

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

1,408 2.44

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,384 2.40

三井住友信託銀行株式会社
(常任代理人 日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
(東京都中央区晴海一丁目８番11号)

1,370 2.37

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,361 2.36

ユニオンツール株式会社 東京都品川区南大井六丁目17番１号 1,310 2.27

旭ダイヤモンド社員持株会 東京都千代田区紀尾井町４番１号 1,250 2.17

計 ― 19,385 33.59

(注)１  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社             4,858 千株

    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)         1,361 〃
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２  シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社から平成25年５月20日付で関東財務局長に提出さ

れた大量保有報告書(変更報告書)により平成25年５月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けて

おりますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株

主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

シュローダー・インベストメ
ント・マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 1,059 1.84

シュローダー・インベストメ
ント・マネージメント・ノー
スアメリカ・リミテッド

英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャム・
ストリート31

1,849 3.20

シュローダー・インベストメ
ント・マネージメント・リミ
テッド

英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャム・
ストリート31

612 1.06

計 ― 3,520 6.10

３  ミッション・バリュー・パートナーズ・エルエルシーから平成25年６月14日付で関東財務局長に提出された

大量保有報告書(変更報告書)により平成25年６月12日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けており

ますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の

状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ミッション・バリュー・パー
トナーズ・エルエルシー

アメリカ合衆国、デラウェア州19808、
ウィルミントン、センターヴィル・ロー
ド2711、400号室、コーポレーション・
サービス・カンパニー気付

3,531 6.12

計 ― 3,531 6.12
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式         4,500

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式    57,524,600 575,246 ―

単元未満株式 普通株式       180,900 ―
１単元(100株)未満の
株式

発行済株式総数 57,710,000 ― ―

総株主の議決権 ― 575,246 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が300株含まれてお

ります。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれており

ます。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式79株が含まれております。

３　「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式85株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
旭ダイヤモンド工業株式会社

東京都千代田区
紀尾井町４番１号

4,500 ― 4,500 0.01

計 ― 4,500 ― 4,500 0.01

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あると築地監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,821 12,936

受取手形及び売掛金
※ 11,082 11,053

有価証券 298 164

商品及び製品 1,972 2,142

仕掛品 1,104 1,315

原材料及び貯蔵品 2,673 2,711

その他 808 951

貸倒引当金 △96 △83

流動資産合計 29,663 31,190

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,586 8,742

機械装置及び運搬具（純額） 6,506 6,096

土地 4,704 5,052

その他（純額） 1,326 1,511

有形固定資産合計 21,123 21,402

無形固定資産 88 111

投資その他の資産

投資有価証券 8,882 10,434

その他 2,133 1,522

貸倒引当金 △28 △23

投資その他の資産合計 10,986 11,934

固定資産合計 32,199 33,447

資産合計 61,862 64,638
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,404 1,686

短期借入金 556 685

未払法人税等 824 807

賞与引当金 701 859

その他 2,054 1,956

流動負債合計 5,541 5,995

固定負債

退職給付引当金 5,141 5,382

その他 965 828

固定負債合計 6,106 6,211

負債合計 11,648 12,206

純資産の部

株主資本

資本金 4,102 4,102

資本剰余金 7,129 7,129

利益剰余金 38,260 38,674

自己株式 △2 △4

株主資本合計 49,489 49,901

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,452 1,957

土地再評価差額金 105 105

為替換算調整勘定 △1,725 △523

その他の包括利益累計額合計 △167 1,539

少数株主持分 892 990

純資産合計 50,214 52,431

負債純資産合計 61,862 64,638
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 19,747 19,373

売上原価 13,228 13,440

売上総利益 6,519 5,932

販売費及び一般管理費

販売費 2,434 2,560

一般管理費 1,407 1,498

販売費及び一般管理費合計
※ 3,842 ※ 4,058

営業利益 2,677 1,874

営業外収益

受取利息 49 50

受取配当金 47 51

為替差益 31 100

持分法による投資利益 108 118

その他 18 27

営業外収益合計 255 349

営業外費用

支払利息 6 6

その他 2 7

営業外費用合計 9 13

経常利益 2,923 2,210

特別損失

投資有価証券評価損 32 －

特別損失合計 32 －

税金等調整前四半期純利益 2,890 2,210

法人税、住民税及び事業税 1,015 867

法人税等調整額 △40 △19

法人税等合計 974 847

少数株主損益調整前四半期純利益 1,915 1,362

少数株主利益 105 82

四半期純利益 1,809 1,279
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,915 1,362

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △467 497

為替換算調整勘定 10 691

持分法適用会社に対する持分相当額 41 608

その他の包括利益合計 △415 1,797

四半期包括利益 1,500 3,160

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,378 2,986

少数株主に係る四半期包括利益 122 173
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,890 2,210

減価償却費 1,565 1,427

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） 171 133

退職給付引当金の増減額（△は減少） △46 172

受取利息及び受取配当金 △97 △102

支払利息 6 6

持分法による投資損益（△は益） △108 △118

投資有価証券評価損益（△は益） 32 －

売上債権の増減額（△は増加） 147 601

たな卸資産の増減額（△は増加） 255 △131

仕入債務の増減額（△は減少） △123 58

その他 △476 △293

小計 4,250 3,939

利息及び配当金の受取額 97 102

利息の支払額 △6 △6

法人税等の支払額 △520 △907

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,820 3,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △1,001

定期預金の払戻による収入 500 200

有形固定資産の取得による支出 △1,114 △1,293

有形固定資産の売却による収入 21 4

投資有価証券の取得による支出 △11 △11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △377

その他 67 37

投資活動によるキャッシュ・フロー △536 △2,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △390 △21

自己株式の取得による支出 － △1

配当金の支払額 △765 △863

その他 △147 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,303 △1,004

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,988 △72

現金及び現金同等物の期首残高 10,089 12,119

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,077 ※ 12,047

EDINET提出書類

旭ダイヤモンド工業株式会社(E01499)

四半期報告書

18/25



【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結会計期間において、新たに全株式を取得した株式会社是村及び同社の子会社であ

る是村磨料(上海)有限公司を連結の範囲に含めております。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が、前連結会計年度末残

高に含まれております。
　

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

受取手形 219百万円 ―百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次のとおりであります。

(1) 販売費

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日

至 平成25年９月30日)

給料手当 947百万円 1,024百万円

賞与引当金繰入額 152 〃 145 〃

退職給付費用 96 〃 125 〃

貸倒引当金繰入額 32 〃 △18 〃

　

(2) 一般管理費

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日

至 平成25年９月30日)

給料手当 477百万円 443百万円

賞与引当金繰入額 44 〃 43 〃

退職給付費用 25 〃 38 〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

現金及び預金勘定 11,706百万円 12,936百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

― 〃 △1,052 〃

取得日から３か月以内に償還期限
の到来する短期投資(有価証券)

370 〃 164 〃

現金及び現金同等物 12,077 〃 12,047 〃
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(株主資本等関係)

　
前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

　
　１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日
定時株主総会

普通株式 769 13 平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金

　

　２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月26日
取締役会

普通株式 769 13 平成24年９月30日 平成24年12月３日 利益剰余金

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

　
　１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 865 15 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

　

　２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年11月１日
取締役会

普通株式 577 10 平成25年９月30日 平成25年12月３日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業は、ダイヤモンド工具の製造販売及びこれらの付随業務の単一セグメントであ

るため、記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日)

　

取得による企業結合

　

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及び事業の内容

 被取得企業の名称  株式会社是村

 事業の内容        砥石の製造及び販売

　
② 企業結合を行った主な理由

株式会社是村は、昭和15年の創業以来「超仕上砥石」の分野では確固たる地位を築いてお

り、ベアリング業界、自動車部品業界、家電部品・精密機械部品業界を主な取引先としており

ます。

 当社にとって同社のグループ化は当該分野での競合が少ないため、ほぼ全額売上に寄与する

と考えられます。当社グループといたしまして、ダイヤモンド工具における事業の拡大を図る

ことで高いシナジー効果の創出が見込まれることから、当社グループの業績拡大に寄与するも

のと判断しております。
　

③ 企業結合日

平成25年７月１日
　

④ 企業結合の法的形式

株式取得
　

⑤ 結合後企業の名称

株式会社是村
　

⑥ 取得した議決権比率

100%
　

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価とする株式取得

　

(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成25年７月１日から平成25年９月30日まで
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(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価　 810百万円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 9百万円

取得原価 819百万円

　

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

① 発生したのれんの金額

110百万円
　

② 発生原因

今後の事業展開により期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
　

③ 償却の方法及び償却期間

一括償却

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目

前第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日

 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日

 至 平成25年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 30円59銭 22円18銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 1,809 1,279

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,809 1,279

普通株式の期中平均株式数(千株) 59,154 57,706

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【その他】

平成25年11月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

(イ) 中間配当による配当金の総額 577百万円

(ロ) １株当たりの金額 10円

(ハ) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年12月３日

(注) 平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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あると築地監査法人 　　 　　 　
　 　　 　　 　
 指定社員
 業務執行社員 　

公認会計士
　

大   塚      宏 印

　 　　 　　 　
 指定社員
 業務執行社員 　

公認会計士
　

加   藤   且   行 印

　 　　 　　 　
 指定社員
 業務執行社員 　

公認会計士
　

猿   渡   良 太 郎 印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年11月８日

旭ダイヤモンド工業株式会社

取締役会  御中

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている旭
ダイヤモンド工業株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結
会計期間(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日か
ら平成25年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益
計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、旭ダイヤモンド工業株式会社及び連結子会
社の平成25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
なかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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